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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成21年12月18日に提出いたしました第37期（自　平成20年９月21日　至　平成21年９月20日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

５　役員の状況

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は　　を付しております。

 

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

５【役員の状況】

（訂正前）

（前略）

（注）１．監査役見奈美徹及び増田仁視は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．平成21年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３．平成20年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成18年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．当社では、意思決定・監督と執行の分離より経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、平成19年２月に経営

役制度を導入して、経営の効率化及び活性化を図っております。経営役は次のとおりであります。

（後略）

 

（訂正後）

（前略）

（注）１．取締役前田尚宏は、代表取締役社長前田征利の長男であります。

２．監査役見奈美徹及び増田仁視は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．平成21年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成20年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．平成18年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．当社では、意思決定・監督と執行の分離より経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、平成19年２月に経営

役制度を導入して、経営の効率化及び活性化を図っております。経営役は次のとおりであります。

（後略）
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